
～  事故事例を踏まえて行政から関係者に求めるもの ～ 

消防用設備等の違反是正シンポジウム消防用設備等の違反是正シンポジウム

　近年、社会情勢の変化に伴い建築物利用の多様化・複合化が進展し、新たな建物構造や利用形態等を有す
る建築物が次々と出現し、それらの建築物において、多数の死傷者が発生する火災等が発生しています。こ
れらの火災事例では、防火対象物関係者等の消防・防災意識の欠如、消防法令等違反に起因するものが大多
数を占めています。
　今回のシンポジウムでは、消防用設備等の点検・整備の不適切な対応による事故事例等に関する発表、パ
ネルディスカッション及び消防法の抜本的な改正に関する趣旨・概要説明等を行い、防火対象物関係者、消
防用設備等関係者、消防関係資格者等の法令遵守及び消防行政との連携強化を図り、防火対象物及び地域の
安心・安全の推進の一助とすることを目的に本シンポジウムを開催するものです。

時　間 内　容 講　師

13：00 開会挨拶 佐野   忠史（財団法人日本消防設備安全センター　専務理事、
違反是正支援センター長）

13：10 事例発表 東京消防庁　予防部査察課係長他

13：50 パネルディスカッション

コーディネーター
パネリスト

山本   豊（東京消防庁　予防部査察課長）
守谷   謙一（総務省消防庁　違反処理対策官）
木下   健治（全国消防長会　顧問弁護士）
消防設備業界関係者等
東京消防庁　消防署予防課長

15：00 最近の予防行政の動向 守谷   謙一（総務省消防庁　違反処理対策官）
16：00 閉　会

財団法人日本消防設備安全センター

主  催

総務省消防庁、東京消防庁、公益財団法人東京防災救急協会、社団法人東京消防設備保守協会

後  援

東京都内在勤の防火対象物関係者、消防用設備等関係業者、消防関係資格者等

対象者

無料

費  用

平成23年1月19日（水）　13：00～16：00　スクワール麹町 3階 錦華（東京都千代田区麹町6-6）

開催日時及び開催場所

○お申込み先
　消防用設備等関係業者のお申込み先
　公益財団法人東京防災救急協会　　　TEL：03-5295-3080　　FAX：03-5295-3081
　社団法人東京消防設備保守協会　　　TEL：03-5261-0034　　FAX：03-5261-3805
　防火対象関係者、消防関係資格者等のお申込み先
　違反是正支援センター（財団法人日本消防設備安全センター内）
　TEL：03-5510-3480　　FAX：03-3501-7903
○お問合せ先
　違反是正支援センター（財団法人日本消防設備安全センター内）
　〒 105-0001  東京都港区虎ノ門 2-9-16　日本消防会館 9F
　TEL ：03-5510-3480（土・日・祝祭日を除く　9：00 ～ 17：00）
　FAX：03-3501-7903　E-mail：am-fesc@fesc.or.jp
※先着順に受け付け、定員 200名に達し次第、締め切らせていただきます。（当日の受付はいたしません。）


